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西南学院大学大学院学則  

1971(昭和 46)年 4月 1日  

制         定  

第 1章  総 則  

 

(学則 の目 的 ) 

第 1条  こ の学 則は 、学 校法 人西 南学 院寄 附行 為 第 4条第 1項 第 1号 及び 西南 学院 大学 学則 第

2条の 2第 2項に より 、西 南学 院大 学大 学院 (以下「大学 院」と いう 。 )に 関し、必要 な事 項

を定 める こと を目 的と する 。  

 

(大学 院の 目的 ) 

第 2条  大 学院 は、本学 の建 学の 精神 に基 づき 、学 術の 理論 及び 応用 を教 授研 究し 、研 究者

と して の 深 い 学識 及 び 卓 越し た 能 力 を培 い 、 ま た高 度 の 専 門性 が 求 め られ る 職 業 を担 う

た めの 高 度 の 専門 的 知 識 ・能 力 及 び 卓越 し た 指 導力 を 育 成 し、 文 化 の 進展 に 寄 与 する こ

とを 目的 とす る。  

2 大 学院 は、前項 の目 的を 達成 する ため 、創 造性 豊か な優 れた 研究・開 発能 力を もつ 研究

者 、確 か な 教 育能 力 と 研 究能 力 を 兼 ね備 え た 大 学教 員 、 高 度な 専 門 的 知識 ・ 能 力 をも つ

高 度専 門 職 業 人、 地 域 等 の基 盤 社 会 を多 様 に 支 える 高 度 で 知的 な 素 養 のあ る 教 養 人な ど

を養 成す るも のと する 。  

(1) 法学 研究 科  

法 学 研 究 科 は 、 法 学 、 政 治 学 の 広 範 な 領 域 に 亘 る 通 時 的 、 共 時 的 視 野 に 立 つ 教 育 研

究 を 通し て 、 基 礎 法 学 、 国 内実 定 法 学 、 国 際 関 係 法学 及 び 政 治 学 の 各 分 野に お い て 、

精 深 な学 識 を も っ て 創 造 的 学術 研 究 を 担 う 卓 越 し た研 究 能 力 と 教 育 ニ ー ズに 応 え 得 る

確 か な教 育 能 力 を 備 え た 研 究者 を 養 成 す る と と も に、 今 後 の 知 識 社 会 の 基盤 を 担 う 人

権感 覚と 批判 精神 に富 んだ 知的 人材 を養 成す る。  

博 士 前 期 課 程 に お い て は 、 講 義 と 演 習 を 通 し て 各 自 の 研 究 課 題 を 発 展 さ せ 、 自 律 的

な 研 究能 力 を 有 す る 研 究 者 及び 広 い 視 野 に 立 っ た 学識 を 有 す る 専 門 職 業 人を 養 成 す る

こと を目 的と する 。  

博 士 後 期 課 程 に お い て は 、 前 期 課 程 で 身 に 付 け た 専 門 的 知 識 ・ 技 能 を 深 化 さ せ 、 体

系 的 な研 究 業 績 を 達 成 し 、 創造 性 豊 か な 優 れ た 研 究・ 開 発 能 力 を も つ 研 究者 、 高 度 な

専門 的知 識・ 能力 をも つ高 度専 門職 業人 を養 成す るこ とを 目的 とす る。  

(2) 経営 学研 究科  

経 営 学 研 究 科 は 、 グ ロ ー バ ル な 視 野 と 高 度 な 専 門 性 に 裏 付 け ら れ た 独 創 的 な 知 見 と

倫 理 観を 備 え た 研 究 者 や 高 度専 門 職 業 人 の 育 成 を 目的 と す る 。 そ の た め に、 経 営 学 ・

経 営 情報 学 ・ 商 学 ・ 会 計 学 の各 学 問 領 域 に お い て 、経 営 学 研 究 科 の 伝 統 と特 色 を 生 か

し つ つ、 現 代 社 会 の 要 請 に 応え た 専 門 知 識 を 教 授 する こ と を 通 し て 、 時 代を 先 導 す る
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リー ダー とし て大 学・ 研究 機関 及び 産業 界の 発展 に寄 与す る人 材を 養成 する 。  

博士 前期 課程 にお いて は 、経 営学・経営 情報 学・商学・会計 学の 各領 域 にお ける 実践

的 な 知識 と 技 能 を 講 義 と 演 習を 通 し て 強 化 し 、 現 代の グ ロ ー バ ル な 経 営 環境 で 求 め ら

れる 問題 解決 能力 とリ ーダ ーシ ップ をも つ専 門職 業人 を養 成す るこ とを 目的 とす る。  

博 士 後 期 課 程 に お い て は 、 前 期 課 程 で 培 っ た 専 門 的 知 識 や 技 能 を 深 化 さ せ 、 独 自 の

研 究 課題 に 取 り 組 む こ と を 通じ て 、 経 営 学 の 発 展 に寄 与 す る 体 系 的 な 研 究を 行 う 能 力

を 養 う。 高 度 な 理 論 的 探 究 と実 践 的 応 用 の バ ラ ン スを 取 り 、 特 に 現 代 経 営に お け る 社

会 的 課題 に 対 す る 研 究 を 推 進す る こ と で 、 創 造 的 な研 究 者 や 高 度 専 門 職 業人 を 養 成 す

るこ とを 目的 とす る。  

(3) 外国 語学 研究 科  

外国 語学 研究 科は、 英 語・フ ラン ス語 ・外 国 語と して の日 本語 の卓 越し た運 用能 力

の養 成を 共通 の基 盤と して、 国内 外の 対人 ・ 組織・ 異文 化・ 教育 ・ ビジ ネス・ メデ ィ

ア な ど に お け る 人 間 関 係 の 諸 問 題 に 関 心 を 持 ち 解 決 を 試 み る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 学 、

言語 の統 語・意 味・ 音 声な ど理 論的 構造 を理 解し、 さら にそ の応 用 とし て外 国語 教育

のあ り方 を考 察す る言 語科 学、あ るい は英 語 圏・フ ラン ス語 圏の 文 学・芸 術作 品の 理

論的 側面・ 社会 的背 景 ・作品 の読 解法 など を 教授 する 文学 文化 のそ れぞ れの 領域 にお

いて、 専門 知識 を極 め つつ、 かつ 学際 性を 備 え、世 界の 多様 性を 尊 重し て諸 問題 の解

決に 取り 組み、 国際 社 会に おい て活 躍・貢 献 でき る優 れた 研究 者及 び専 門的 職業 人な

どを 養成 する 。  

修士 課程 にお いて は、 講義 と演 習を 通し て、 コミ ュニ ケー ショ ン学 、言語 科学 、文

学文 化の 各プ ログ ラム にお ける 各自 の研 究課 題を 発展 させ 、研 究会・学会 など に参 加・

発表 する こと で、広い 視野 に立 った 学識 を有 する 専門 職業 人を 養成 する こと を目 的と

する 。  

(4) 文学 研究 科  

文学 研究 科は、 英語 、 フラ ンス 語を 中心 とす る言 語並 びに 英語 圏、 フラ ンス 語圏 の

文化、 社会 及び 表象 に 関わ る教 育と 研究 を推 進し、 深い 人間 性の 理 解を 持ち、 国際 的

視野 を備 えた 研究 者及 び高 度専 門職 業人 など を養 成す る。  

ア  文学 研究 科英 文学 専攻  

文 学 研 究 科 英 文 学 専 攻 博 士 後 期 課 程 は 、 英 語 を 中 心 と す る 言 語 、 文 化 及 び 表 象 に

関わ る学 術の 理論 及び 応用 の基 礎的 及び 先駆 的な 教授・ 研究 の推 進 を通 して、 高度

の専 門的 知識・ 能力 を 身に つけ 国際 社会 に貢 献で きる 優れ た研 究者 及び 専門 的職 業

人な どを 養成 する 。  

イ  文学 研究 科フ ラン ス文 学専 攻  

文学 研究 科フ ラン ス文 学専 攻博 士 後 期課 程は 、フ ラン ス 語の 深い 知 識及 びテ クス

ト読 解を 基礎 とし て、 フラ ンス 語圏 の社 会・ 文化 的諸 事象 に関 する 専門 的知 識を 涵

養し、 深い 人間 性の 理 解及 び国 際的 視野 を備 えた 優れ た教 育・研 究 者及 び高 度専 門

職業 人な どを 養成 する 。  
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(5) 経済 学研 究科  

経済 学研 究科 は、国際 社会 のグ ロー バル 化に 伴い 国内 社会 の将 来像 が急 速に 不確 実

化す る中 、様 々な 職業 分野 で経 済に 関す る高 度な 専門 的知 識に 基づ く意 思決 定が 求め

られ る時 代的 要請 に応 える ため、 経済 理論、 経済 政策 及び 国際 経済 に関 する 幅広 く深

い学 識の 涵養 を図 り、 研究 職を 含む 高度 専門 職を 担う 優秀 な人 材を 養成 する 。  

博士 前期 課程 にお いて は、講 義と 演習 を通 し て経 済学 の専 門的 な知 識・技 能・思 考

法と 広い 視野 に立 った 学識 を涵 養し 、経 済学 研究 の基 盤を もっ た専 門職 業人 を養 成す

るこ とを 目的 とす る。  

博士 後期 課程 にお いて は、前 期課 程で 身に 付 けた 専門 的知 識・技 能 の応 用力 をさ ら

に高 め、経済 学的 課題 へ の強 い関 心と 思考・判 断・表 現す る卓 越し た研 究 能力 を有 し、

経 済 学 研 究 の 成 果 を 通 じ て 社 会 の 発 展 に 貢 献 で き る 研 究 者 や 高 度 専 門 職 業 人 を 養 成

する こと を目 的と する 。  

(6) 神学 研究 科  

神 学 研 究 科 は 、 聖 書 及 び キ リ ス ト 教 思 想 ・ 哲 学 を 中 心 と す る 文 献 の 研 究 を 通 じ て 、

広い 教養、 高い 倫理 性 及び 総合 的な 判断 力を 身に つけ、 現代 にお け る人 間の 心、宗 教

及 び 社 会 の 諸 問 題 に 柔 軟 に 対 応 す る 優 れ た 研 究 者 並 び に 社 会 に お い て 中 核 的 な 役 割

を担 いう る人 を養 成す る。  

博士 前期 課程 にお いて は、講義 と演 習を 通し て主 体的 に研 究課 題を 展開 する 力を 養

うと とも に、キ リス ト 教的 な価 値観 や倫 理観 の学 問的 理解 を深 める 。基礎 科目 によ っ

て 広 い 学 問 的 視 野 と 学 識 を 培 い 、 展 開 科 目 で は そ れ を 基 盤 と す る 実 践 的 な 力 を 養 い 、

豊か な学 識を 有す る専 門職 業人 の養 成を 目的 とす る。  

博士 後期 課程 にお いて は、前期 課程 で身 に付 けた 専門 的知 識と 実践 的な 視点 を深 化

させ、 体系 的な 研究 業 績を 達成 し、創 造性 豊 かな 優れ た研 究力 をも つ研 究者、 高度 な

専 門 的 知 識 と そ れ に 裏 打 ち さ れ た 実 践 的 な 力 を 具 え る 高 度 な 専 門 職 業 人 の 養 成 を 目

的と する 。  

(7) 人間 科学 研究 科  

  人間 科学 研究 科は 、人 間に 関わ る諸 問題 に取 り組 むこ とが でき る高 度で 専門 的な 知

識、能力 及び 技術 を身 に付 け、教育・保 育、福 祉、心理 、医 療 及 び関 連 分野 にお いて 、

総合 的判 断力 を擁 する 高度 専門 職業 人、幅広 い視 野を 有し 人間 関係 を調 整及 び支 援で

きる 優れ た専 門家 、先 進的 な課 題に 取り 組む 研究 者な どを 養成 する 。  

ア  人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻  

人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻は 、現代 社会 の 人間 に関 わる 諸課 題に 取り 組む こと

ので きる 高度 な専 門的 知識 及び 研究 能力 を教 授し、 教育 、社 会福 祉 、心理 等の 分野

で、総 合的 判断 力を 要 する 高度 専門 職業 人、 先進 的か つ総 合的 な課 題に 取り 組む 研

究者 など を養 成す る。  

博士 前期 課程 にお いて は、講 義と 演習 を通 し て研 究課 題を 発展 させ 、教育 、社 会

福祉 、心理 にわ たる 広 い視 野に 立っ た学 識を 有す る専 門職 業人 を養 成す るこ とを 目
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的と する 。  

博 士 後 期 課 程 に お い て は 、 前 期 課 程 で 身 に 付 け た 専 門 的 知 識 ・ 技 能 を 深 化 さ せ 、

体系 的な 研究 業績 を達 成し、 創造 性豊 かな 優 れた 研究・ 開発 能力 を もつ 研究 者、高

度な 専門 的知 識・ 能力 をも つ高 度専 門職 業人 を養 成す るこ とを 目的 とす る。  

イ  人間 科学 研究 科臨 床心 理学 専攻  

人間 科学 研究 科臨 床心 理学 専攻 修士 課程 は、 複雑 な現 代社 会に おい て、臨 床心 理

学の 立場 から、 教 育、 福祉、 医療 など の 分野 にお いて、 幅広 い 人間 理解 がで きる 視

野を 有し 、かつ 人間 関 係調 整力 をも って 柔軟 に支 援が でき る優 れた 専門 家を 養成 す

る。  

(8) 国際 文化 研究 科  

国際 文化 研究 科は 、人 類が これ まで 創造 して きた 多様 な文 化を 地域 文化 及び 比較 文

化の 視点 から とら え、 文化 に関 する 高度 な専 門的 知識 と国 際的 視野 を も って 基礎 的・

先駆 的な 学術 研究 を推 進 し、 国際 社会 に貢 献 しう る、 優 れた 研究 者 及び 高度 専門 職業

人な どを 養成 する 。  

博士 前期 課程 にお いて は、学術 的な 動向 と社 会的 な要 請を ふま えて 見出 した 課題 を、

講義 と演 習を 通じ て修 得し た専 門知 識と 方法 論を 活か して 主体 的に 解決 し、地域 文化

と国 際社 会の 発展 に貢 献し うる 、豊 かな 教養 と柔 軟な 思考 力を 備え た研 究者 及び 専門

職業 人な どを 養成 する こと を目 的と する 。  

博 士 後 期 課 程 に お い て は 、 前 期 課 程 で 修 得 し た 専 門 的 知 識 と 方 法 論 を 拡 充 し 深 化 さ

せ 、 独 自 の 学 説 を 厳 密 か つ 体 系 的 に 構 築 す る と と も に 、 そ の 成 果 を 社 会 に 還 元 す る こ

と で 新 た な 文 化 的 ・ 学 術 的 価 値 の 創 出 に 貢 献 し う る 、 鋭 敏 な 批 判 精 神 と 先 進 的 な 創 造

性を 備え た研 究者 及 び 高度 専門 職業 人な どを 養成 する こと を目 的と する 。  

 

(大学 院の 内容 ) 

第 3条  大 学院 に、 博士 課程 及び 修士 課程 を置 く。  

2 博 士課 程は 、こ れを 前期 及び 後期 に区 分し 、前 期は 博士 前期 課程 、後期 は博 士後 期課 程

と称 する 。  

3 博 士前 期課 程は 、こ れを 修士 課程 とし て取 り扱 う。  

4 第 2項 の博 士課 程及 び外 国語 学専 攻修 士課 程は 、昼 夜開 講と する 。  

 

第 4条  博 士後 期課 程は 、研 究者 とし て自 立し て 研究 活動 を行 うに 必要 な、また 高度 の専 門

性 が求 め ら れ る社 会 の 多 様な 方 面 で 活躍 し 得 る 、高 度 の 研 究能 力 及 び その 基 礎 と なる 豊

かな 学識 を養 うこ とを 目的 とす る。  

 

第 5条  博 士前 期課 程及 び修 士課 程は 、広 い視 野 に立 った 精深 な学 識を 涵養 し、研究 能力 ま

た これ に 加 えて 高 度 の 専 門的 な 職 業を 担 う た め の卓 越 し た能 力 を 培 う こと を 目 的と す る。 
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(大学 院の 組織 ) 

第 6条  大 学院 に、 次の 研究 科を 置く 。  

法学 研究 科  

経営 学研 究科  

外国 語学 研究 科  

文学 研究 科  

経済 学研 究科  

神学 研究 科  

人間 科学 研究 科  

国際 文化 研究 科  

 

(専攻 ) 

第 7条  各 研究 科の 博士 課程 及び 修士 課程 には 、そ れぞ れ次 の専 攻を 置く 。  

法学 研究 科  博士 課程  法律 学専 攻  

経営 学研 究科  博士 課程  経営 学専 攻  

外国 語学 研究 科  修士 課程  外国 語学 専攻  

文学 研究 科  博士 課程  英文 学専 攻  

  フラ ンス 文学 専攻  

経済 学研 究科  博士 課程  経済 学専 攻  

神学 研究 科  博士 課程  神学 専攻  

人間 科学 研究 科  博士 課程  人間 科学 専攻  

 修士 課程  臨床 心理 学専 攻  

国際 文化 研究 科  博士 課程  国際 文化 専攻  

 

(収容 定員 ) 

第 8条  研 究科 の学 生収 容定 員は 、次 のと おり とす る。  

 課  程  博 士 前 期 課 程  博 士 後 期 課 程  合   計  

科名  定  員  入 学 定 員  収 容 定 員  入 学 定 員  収 容 定 員  収 容 定 員  

法 学 研 究 科  5 10 2 6 16 

経 営 学 研 究 科  5 10 2 6 16 

文 学 研 究 科  

英 文 学 専 攻  
  2 6 6 

文 学 研 究 科  

フ ラ ン ス 文 学 専 攻  
  2 6 6 

経済 学研 究科  4 8 2 6 14  

神学 研究 科  4 8 2 6 14  
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人間 科学 研究 科  

人間 科学 専攻  
6 12 2 6 18  

国 際 文 化 研 究 科  8 16 2 6 22  

 

 課  程  修 士 課 程  

科名  定  員  入 学 定 員  収 容 定 員  

外国 語学 研究 科  

外国 語学 専攻  
8 16 

人間 科学 研究 科  

臨床 心理 学専 攻  
8 16 

 

(修業 年限 ) 

第 9条  修 士課 程の 修業 年限 は 2年 、博 士課 程の 標準 修業 年限 は 5年 とす る。  

2 博 士課 程の 前期 は 2年、 後期 は 3年 とす る。  

3 前 項の 規定 にか かわ らず 、大 学院 委員 会は 、博士 前期 課程 及び 外国 語学 専攻 修士 課程 の

学 生が 入 学 時 にお い て 職 業等 を 有 し てい る こ と 、介 護 、 育 児及 び 出 産 等の 諸 事 情 を有 し

てい るこ と等 によ り、前 2項の 博士 前期 課程 又は 修士 課程 の修 業年 限を 超え て教 育課 程を

履 修し 修 了 する こ と を 願 い出 た と きは 、 3年の 長 期履 修 を 認め る こ と が でき る (以 下 本 項

によ って 長期 履修 を認 めら れた 学生 を「 長期 履修 学生 」と いう 。 )。  

4 大 学院 研究 科規 則第 3条の 2の 規定 によ り、研 究科 委員 会の 議を 経て 、学生 が本 大学 院に

入学 する 前に 修得 した 単位（ 大学 院の 入学 資 格を 有し た後、修得 し たも のに 限る。）を 本

大 学院 に お い て修 得 し た もの と み な す場 合 で あ って 、 か つ 、当 該 単 位 の修 得 に よ り本 大

学 院の 博 士 前 期課 程 又 は 修士 課 程 の 教育 課 程 の 一部 を 履 修 した と 認 め ると き は 、 当該 単

位数 、そ の修 得に 要し た 期間 その 他を 勘案 して 1年を 超え ない 範囲 で本 大学 院が 定め る期

間 在学 し た も のと み な す こと が で き る。 た だ し 、こ の 場 合 にお い て 、 博士 前 期 課 程又 は

修士 課程 に少 なく とも 1年以 上在 学す るも のと する 。  

 

(最長 在学 年限 ) 

第 10条  大学 院に おけ る同 一研 究科 の在 学年 限は、 博士 前期 課程 (長 期履 修学 生を 含む。 )

及 び修 士 課 程に あ っ て は 4年 、 博士 後 期 課 程に あ って は 6年 を 超 え るこ と はで き な い。 た

だし 、休 学の 期間 は在 学期 間に 算入 しな い。  

 

(学年 、学 期、 休業 日及 び休 暇 ) 

第 11条  大学 院の 学年 、学期 、休 業日 及び 休 暇に つい ては、 西南 学 院大 学学 則第 11条、 第

12条 、第 13条 及び 第 14条を 準用 する 。  

 

第 2章  授 業科 目、 単位 数及 び履 修方 法  
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(授業 科目 及び 単位 数 ) 

第 12条  研究 科の 授業 科目 及び 単位 数は 、別 表 第 1の定 める とこ ろに よる 。  

2 前 項別 表第 1に 掲げ るも のの ほか、 研究 科 委員 会の 議を 経て、 臨 時に 授業 科目 を開 設す

るこ とが ある 。  

3 授 業は 、講 義、演習 、実 験、実習 若し くは 実 技の いず れか によ り又 はこ れら の併 用に よ

り行 うも のと する 。  

4 前 項の 授業 を、多様 なメ ディ アを 高度 に利 用し て、当該 授業 を行 う 教室 等以 外の 場所 で

履修 させ るこ とが でき る。  

5 前 項の 授業 の方 法に より 修得 でき る単 位数 は、 8単位 を超 えな いも のと する 。  

 

第 13条  授業 科目 を履 修し、 科目 担当 の教 員 によ る単 位の 認定 に合 格し た者 には、 その 授

業科 目所 定の 単位 を与 える 。  

 

(単位 修得 の認 定 ) 

第 14条  単位 修得 の認 定の 方法 は、 研究 科規 則で 定め る。  

 

(履修 方法 ) 

第 15条  博士 前期 課程 及び 外国 語学 専攻 修士 課程 の学 生は、 その 在 学期 間中 に、そ れぞ れ

の 専攻 に お い て定 め ら れ た授 業 科 目 を 30単 位 以 上修 得 し 、 かつ 、 必 要 な研 究 指 導 を受 け

な けれ ば な ら ない 。 た だ し、 他 研 究 科・ 専 攻 の 授業 科 目 又 は大 学 院 共 通科 目 か ら 演習 担

当教 員及 び当 該授 業科 目担 当教 員の 許可 を得 て履 修し 、8単位 以内 に 限り 修了 要件 単位 と

して 30単 位の うち に含 める こと がで きる 。  

2 他 大 学 大 学 院 と の 間 で 締 結 し た 学 外 単 位 互 換 制 度 に よ り 修 得 し た 単 位 に つ い て は 、 前

項に 規定 する 8単位 以内 に含 める こと がで きる 。  

3 臨 床心 理学 専攻 修士 課程 の学 生は 、そ の在 学 期間 中に 、同 専攻 にお い て定 めら れた 授業

科目 を 48単位 以上 修得 し、 かつ 、必 要な 研究 指導 を受 けな けれ ばな らな い。  

4 博 士後 期課 程の 学生 は、その 在学 期間 中に 、それ ぞれ の専 攻又 は専 修部 門に おい て、必

要な 研究 指導 を受 け、研 究指 導の 単位 12単 位及 び博 士後 期課 程の 講義 科目 2単位 以上 を修

得し なけ れば なら ない 。  

5 授 業科 目の 履修 に関 し、 必要 な事 項は 研究 科規 則及 び履 修指 導要 領で 定め る。  

 

(教員 の免 許状 授与 の所 要資 格の 取得 ) 

第 16条  幼稚 園教 諭一 種免 許状、 小学 校教 諭 一種 免許 状、中 学校 教 諭一 種免 許状 又は 高等

学 校教 諭 一 種 免許 状 授 与 の所 要 資 格 を有 す る 者 で、 そ れ ぞ れの 学 校 の 教諭 の 専 修 免許 状

を取 得し よう とす る者 は、教育 職員 免許 法 (昭 和 24年法 律第 147号 )及 び教 育職 員免 許法 施

行規 則 (昭 和 29年文 部省 令第 26号 )に定 める 所要 の単 位を 修得 しな けれ ばな らな い。  

2 本 学 の 大 学 院 の 研 究 科 に お い て 当 該 所 要 資 格 を 取 得 で き る 教 員 の 免 許 状 の 種 類 は 、 次
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の表 に掲 げる とお りと する 。  

 

研究 科  専攻  教員 の免 許状 の種 類  免許 教科  

法学 研究 科  法律 学専 攻  

中学 校教 諭専 修免 許状  社会  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  公民  

経営 学研 究科  経営 学専 攻  高等 学校 教諭 専修 免許 状  商業  

外国 語学 研究 科  外国 語学 専攻  

中学 校教 諭専 修免 許状  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  
英語  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  フラ ンス 語  

経済 学研 究科  経済 学専 攻  

中学 校教 諭専 修免 許状  社会  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  公民  

神学 研究 科  神学 専攻  
中学 校教 諭専 修免 許状  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  
宗教  

人間 科学 研究 科  人間 科学 専攻  

幼稚 園教 諭専 修免 許状  

小学 校教 諭専 修免 許状  
 

高等 学校 教諭 専修 免許 状  福祉  

国際 文化 研究 科  国際 文化 専攻  

中学 校教 諭専 修免 許状  社会  

高等 学校 教諭 専修 免許 状  

地理 歴史  

公民  

 

第 3章  学 位の 授与  

 

(学位 ) 

第 17条  大学 院に おい て授 与す る学 位は 、次 のと おり とす る。  

修士 (法学 ) 

修士 (経営 学 ) 

修士 (外国 語学 ) 

修士 (経済 学 ) 

修士 (神学 ) 

修士 (人間 科学 ) 

修士 (臨床 心理 学 ) 

修士 (国際 文化 ) 

博士 (法学 ) 

博士 (経営 学 ) 

博士 (文学 ) 

博士 (経済 学 ) 

博士 (神学 ) 
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博士 (人間 科学 ) 

博士 (国際 文化 ) 

 

(学位 授与 の基 準 ) 

第 18条  大学 院の 課程 によ り、修 士又 は博 士 の学 位を 与え られ るも のは、 次の とお りと す

る。  

(1) 修士 の学 位  

博 士 前 期 課 程 又 は 修 士 課 程 に 2年 以 上 在 学 し て 第 15条 第 1項 又 は 同 条 第 3項 に 規 定 す

る 単 位 を 修 得 し 、 か つ 、 必 要 な 研 究 指 導 を 受 け た う え 、 修 士 論 文 を 在 学 期 間 中 に 提 出

し て 、 そ の 審 査 並 び に 最 終 試 験 に 合 格 し た 者 。 た だ し 、 博 士 前 期 課 程 の 在 学 期 間 に 関

して は、優れ た業 績を あげ た者 につ いて は、博士 前期 課程 に 1年 以上 在学 すれ ば足 りる

もの とす る。  

(2) 博士 の学 位  

博 士 課 程 に 5年 (博 士 前 期 課 程 又 は 修 士 課 程 を 修 了 し た 者 に あ っ て は 、 当 該 課 程 に お

け る 2年 の 在 学 期 間 を 含 む 。 )以 上 在 学 し て 第 15条 第 1項 に 定 め る 単 位 を 修 得 し 、 か つ、

同条 第 4項 に定 める 研究 指導 を受 け、又は 研究 指導 の単 位を 修得 した うえ 、博 士論 文を

在 学 期 間 中 に 提 出 し て 、 そ の 審 査 及 び 最 終 試 験 に 合 格 し た 者 。 た だ し 、 在 学 期 間 に 関

し て は 、 と く に 優 れ た 研 究 業 績 を あ げ た 者 に つ い て は 、 博 士 課 程 に 3年 (博 士 前 期 課 程

又 は 修 士 課 程 を 修 了 し た 者 に あ っ て は 、 当 該 課 程 に お け る 2年 の 在 学 期 間 を 含 む 。 )以

上在 学す れば 足り るも のと する 。  

 

第 19条  学位 及び その 授与 につ いて 、必 要な 事項 は西 南学 院大 学学 位規 則で 定め る。  

 

第 4章  入 学、 休学 及び 退学  

 

(博士 前期 課程 又は 修士 課程 の入 学資 格 ) 

第 20条  博士 前期 課程 又は 修士 課程 に入 学す る資 格の ある 者は 、次 の各 号の いず れか に該

当す るも のと する 。  

(1) 学校 教育 法 (昭和 22年 3月 31日法 律第 26号 )第 83条に 定め る大 学の 卒業 者  

(2) 外国 にお いて 学校 教育 16年 の課 程を 修了 した 者  

(3) 文部 科学 大臣 が指 定し た者  

(4)  独 立行 政法 人大 学改 革支 援・ 学位 授与 機構 から 学士 の学 位を 授与 され た者  

(5) 大学 に 3年以 上 在 学 し、 又 は 外 国に お い て 学校 教 育 15年の 課 程 を 修了 し 、 所 定の 単

位を 優れ た成 績を 持っ て修 得し たと 研究 科委 員会 が認 めた 者  

(6)  専 修 学 校 の 専 門 課 程 (修 業 年 限 が 4年 以 上 あ る こ と そ の 他 の 文 部 科 学 大 臣 が 定 め る

基準 を満 たす もの に限 る。)で 文部 科学 大臣 が 別に 指定 する もの を文 部科 学大 臣が 定め

る日 以降 に修 了し た者  
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(7) その 他、 大学 を卒 業し た者 と同 等以 上の 学力 があ ると 研究 科委 員会 が認 めた 者  

 

(博士 後期 課程 の入 学資 格 ) 

第 21条  博士 後期 課程 に入 学す る資 格の ある 者は 、次 の各 号の いず れか に該 当す るも のと

する 。  

(1) 修士 の学 位を 有す る者  

他 の 大 学 院 の 修 士 の 学 位 を 有 す る 者 に つ い て は 、 そ の 大 学 院 の 博 士 前 期 課 程 又 は 修

士課 程で 修得 した 授業 科目 及び 単位 を、 研究 科委 員会 が認 定す る。  

(2) 外国 にお いて 修士 の学 位に 相当 する 学位 を授 与さ れた 者  

(3) 文部 科学 大臣 が指 定し た者  

(4) その 他研 究科 委員 会に おい て、修士 の学 位 を有 する 者と 同等 以上 の学 力が ある と認

めた 者  

 

(入学 時期 ) 

第 22条  入学 の時 期は 、学 年の 始め とす る。  

 

(入学 志願 ) 

第 23条  入学 を志 願す る者 は、次 の所 定の 書 類に 入学 検定 料と 写真 を添 えて、 これ を定 め

られ た期 日ま でに 提出 しな けれ ばな らな い。  

博士 前期 課程 又は 修士 課程  博士 後期 課程  

(1) 入学 志願 書  (1) 入学 志願 書  

(2) 大学 調査 書  (2) 大学 調査 書  

(3) 大学 卒業 証明 書  

(4) 健康 診断 書  

(3)  大 学 院 博 士 前 期 課 程 又 は 修 士 課 程 修

了証 明書  

 (4) 健康 診断 書  

 

2 入 学検 定料 は、博士 前期 課程 、博 士後 期課 程 及び 修士 課程 いず れの 場合 も 32,000円と し、

納付 があ った 後は 、い かな る理 由が あっ ても 、こ れを 返還 しな い。  

 

(入学 の許 可 ) 

第 24条  入学 志願 者に たい して は、考 査の う え入 学を 許可 する。 考 査の 方法 は研 究科 にお

いて 定め る。  

 

(入学 の手 続 ) 

第 25条  入学 を許 可さ れた 者が とる べき 手続 につ いて は、西 南学 院 大学 学則 第 34条、第 35

条及 び第 36条 を準 用す る。  
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(休学 及び 復学 ) 

第 26条  疾 病 そ の 他 や む を 得 な い 理 由 の た め 、 引 き 続 い て 2か 月 以 上 修 学 す る こ と が で き

な いと き は 、 保証 人 連 署 の上 、 学 長 に願 い 出 て 、そ の 許 可 を受 け て 、 その 学 年 又 は学 期

中休 学す るこ とが でき る。  

2 疾 病の ため 休学 する 場合 には 、医 師の 診断 書 を、前項 の願 書に 添え な けれ ばな らな い。  

3 母 国 の 兵 役 又 は 代 替 服 務 の た め 休 学 す る 場 合 に は 、 そ の 事 実 を 証 明 す る 書 類 又 は そ の

写し を、 第１ 項の 願書 に添 えな けれ ばな らな い。  

4 休 学中 の学 生が 復学 を願 い出 たと きは 、審 議の 上、これ を許 可す るこ とが でき る。この

場 合に お い て 、疾 病 に よ る休 学 の 場 合は 、 主 治 医及 び 学 医 の診 断 書 を 添付 し な け れば な

らな い。  

5 休 学期 間は 、博 士前 期課 程及 び修 士課 程に おい ては 2年、 また 博士 後期 課程 にお いて

は 3年 を超 える こと はで きな い。 なお 、休 学期 間が この 期間 を超 える 者は 、除 籍す る。  

6 前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 母 国 の 兵 役 又 は 代 替 服 務 に よ る 休 学 期 間 は こ れ に 算 入 し な

い。  

 

(退学 ) 

第 27条  退学 につ いて は、 西南 学院 大学 学則 第 38条を 準用 する 。  

 

(再入 学 ) 

第 28条  前条 によ って 退学 を許 可さ れた 者が 再入 学を 願い 出た とき は、研究 科委 員会 で審

議の うえ 、許 可す るこ とが ある 。  

 

(転専 攻 ) 

第 28条の 2 学 生が 転専 攻を 願い 出た とき は、 選考 の上 、許 可す るこ とが ある 。  

 

(科目 等履 修生 ) 

第 29条  大学 院は 、研 究 科委 員会 の資 格審 査に 合格 した 者に 、科 目等 履 修生 とし て在 籍し、

授業 科目 を履 修す るこ とを 許可 する こと があ る。  

 

第 30条  科目 等履 修生 にな るこ とが でき るの は、 大学 院の 入学 資格 をも つ者 とす る。  

2 出 願者 は、履修 を希 望す る授 業科 目に つい て、あら かじ めそ の担 当 教員 の承 諾を 得な け

れば なら ない 。  

 

第 31条  科目 等履 修生 が、履 修し た授 業科 目 の試 験に 合格 すれ ば、 成績 証明 書を 発行 する

こと がで きる 。  

 

第 5章  懲 戒  
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(懲戒 ) 

第 32条  大学 院学 生の 懲戒 につ いて は、西 南 学院 大学 学則 第 67条、 第 68条及 び第 69条 を準

用す る。  

 

第 6章  入 学金 及び 授業 料  

 

(入学 金及 び授 業料 ) 

第 33条  入学 を許 可さ れた 者は 、定 めら れた 期日 まで に入 学金 を納 付し なけ れば なら ない 。 

2 入 学金 (入 学年 度の み )は 、 135,000円と す る。た だし 、博 士前 期 課程 又は 修士 課程 に入

学 を許 可 さ れ た者 の う ち 、本 学 出 身 者の 入 学 金 は、 全 額 を 免除 し 、 博 士後 期 課 程 に入 学

を許 可さ れた 者の うち 、本学 大学 院博 士前 期課 程又 は修 士課 程を 修了 した 者の 入学 金は、

全額 を免 除す る。  

3 入 学金 の額 は、 毎年 社会 事情 によ って 、増 額又 は減 額す るこ とが でき る。  

 

第 34条  大 学 院 の 学 生 は 、 定 め ら れ た 期 日 ま で に 別 表 第 2に 掲 げ る 授 業 料 及 び 施 設 費 を 納

付 しな け れ ばな ら な い 。 ただ し 、 長期 履 修 学 生 は、 別 表 第 2の 2に 掲 げ る授 業 料 及び 施 設

費を 納付 しな けれ ばな らな い。  

2 授 業料 の額 は、 社会 事 情 によ って 、学 年の 途中 でも 増額 又は 減額 する こと がで きる 。  

 

第 34条の 2 休 学を 許可 され た者 は、休学 期間 中の 授業 料及 び施 設費 にか わる 別表 第 3に 掲

げ る在 籍 基 本 料を 納 付 す るも の と す る。 た だ し 、新 入 生 の 前期 分 に つ いて は 、 本 項を 適

用し ない 。  

2 前 項の 規定 にか かわ らず 、母 国の 兵役 又は 代 替服 務に よる 休学 が認 めら れた 者は 、在 籍

基本 料を 免除 する 。  

3 第 9条 に 定 め る 修 業 年 限 を 超 え た 者 が 休 学 し た 場 合 の 取 扱 い に つ い て は 、 別 に 定 め る 。 

 

第 34条の 3 第 9条 に定 める 修業 年限 を超 えた 者 (長 期履 修学 生を 含む 。 )は、 修了 に必 要な

単 位数 を 基 準と し た 不 足 単位 数 に 応じ て 、 別 表 第 4に 掲げ る 授 業 料及 び 別表 第 2に 掲 げ る

施設 費を 納付 する もの とす る。  

2 前 項に 定め る授 業料 につ いて は、 上限 額を 設け る。  

 

第 35条  入学 金、授 業 料及 び施 設費 は、い っ たん 納付 した 後は、 返 還し ない。 ただ し、 指

定 する 期 日 ま でに 入 学 辞 退を 届 け 出 た者 に 対 し ては 、 入 学 金を 除 く 授 業料 及 び 施 設費 を

返還 する 。  

 

第 36条  指定 の期 日ま でに 授業 料、施 設費 を 納付 しな い者 に対 して は、登 校を 停止 し、 な
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お、 これ を納 めな い者 は除 籍す る。  

2 指 定の 期日 は、 次の とお りと する 。  

前期 納入 期限  4月 30日 (ただ し、 新入 生に つい ては 別に 定め る。 ) 

後期 納入 期限  10月 31日  

 

第 37条  科目 等履 修生 の在 籍料 は、1学年 40,000円 (1学期 20,000円 )、履 修料 は 1単 位 10,000

円と する 。  

 

第 7章  教 員組 織  

 

(教員 組織 ) 

第 38条  博士 前期 課程 及び 修士 課程 にお ける 講義 及び 演習 は、大学 院担 当の 教授 又は 准教

授 が行 う 。 た だし 、 特 別 の事 情 が あ ると き は 、 大学 院 担 当 の講 師 が 講 義を 行 う こ とが で

きる 。  

2 博 士後 期課 程に おけ る研 究指 導は 、大 学院 担当 の教 授又 は准 教授 が行 う。  

 

第 8章  運 営組 織  

 

(大学 院委 員会 ) 

第 39条  大学 院に 大学 院委 員会 をお き、 委員 長は 学務 部長 が、 これ を兼 ねる 。  

2 大 学院 委員 会は 、研 究科 長及 び各 研究 科に おい て選 出さ れた 2名の 委員 をも って 組織 す

る。  

3 研 究科 にお いて 選出 され た委 員の 任期 は 2年 とす る。 ただ し、 再任 を妨 げな い。  

 

第 40条  大学 院委 員会 は、次 の事 項を 処理 す る。こ の場 合に おい て 、第 1号、第 4号 及び 第

5号の 実施 には 、学 長の 承認 を得 るこ とと する 。  

(1) 大学 院学 則及 び規 則の 改廃 に関 する 事項  

(2) 大学 院担 当教 員の 資格 審査 の承 認に 関す る事 項  

(3) 学位 授与 の承 認に 関 す る事 項  

(4) その 他大 学院 に関 する 重要 な事 項  

(5) その 他教 育研 究に 関す る事 項で 、学 長が 必要 と認 めた 事項  

 

(研究 科委 員会 ) 

第 41条  研 究 科 に 研 究 科 委 員 会 を お き 、 そ の 研 究 科 に 所 属 す る 専 任 の 教 授 及 び 准 教 授 を

もっ て組 織す る。  

2 研 究 科 に 研 究 科 長 を お き 、 研 究 科 長 は 教 授 で あ る 構 成 員 よ り 当 該 研 究 科 委 員 会 に お い

て選 出す る。  
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3 研 究科 長の 任期 は 2年と する 。た だし 、再 任を 妨げ ない 。  

 

第 42条  研究 科委 員会 は、 次の 事項 を処 理す る。  

(1) 大学 院担 当教 員の 資格 審査 に関 する 事項  

(2) 学位 審査 に関 する 事項  

(3) 学科 課程 に関 する 事項  

(4) 学生 の入 学、 退学 、休 学、 復学 、課 程の 修了 に関 する 事項  

(5) その 他研 究科 に関 する 事項  

 

(専攻 委員 会 ) 

第 43条  複数 の専 攻を 有す る研 究科 には 各専 攻に それ ぞれ 専攻 委員 会を おき 、そ の専 攻に

所属 する 専任 の教 授及 び准 教授 をも って 組織 する 。  

2 専 攻に は専 攻主 任を おき 、専 攻主 任は 教授 であ る構 成員 より 当該 専攻 委員 会が 推薦 し、

研 究科 委 員 会 の承 認 を 得 るも の と す る。 た だ し 、研 究 科 長 が所 属 す る 専攻 に お い ては 、

研究 科長 が専 攻主 任を 兼ね る。  

3 専 攻主 任の 任期 は 2年と する 。た だし 、再 任を 妨げ ない 。  

 

第 44条  専攻 委員 会は 、次 の事 項を 処理 する 。  

(1) 大学 院担 当教 員の 審査 に関 する 事項 の立 案  

(2) 学位 審査 に関 する 事項 の立 案  

(3) 学科 課程 に関 する 事項 の立 案  

(4) 学生 の入 学、 退学 、休 学、 復学 、課 程の 修了 に関 する 事項 の立 案  

(5) その 他専 攻に 関す る事 項の 立案  

 

第 9章  学 則等 の準 用  

 

(学則 の準 用 ) 

第 45条  この 学則 に定 める もの のほ か、大 学 院の 学生 に関 し、必 要 な事 項は、 西南 学院 大

学学 則及 びそ の他 の西 南学 院諸 規定 を準 用す る。  

 

第 10章  点検 評価  

 

(点検 評価 ) 

第 46条  大学 院は 、第 2条の 目的 及び 社会 的使 命を 達成 する ため 、教 育 研究 活動 等の 状況 に

つい て、 自ら 点検 及び 評価 (以下 「点 検評 価」 とい う。 )を行 う。  

2 点 検評 価に つい ては 、別 に定 める 。  
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附  則  

この 学則 は、 1971(昭和 46)年 4月 1日か ら施 行す る。  

(昭和 47年 4月 1日改 正学 則か ら平 成 26年 4月 1日 改正 学則 まで の附 則は 省略 する 。 ) 

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2015(平成 27)年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、次に 掲げ る場 合を 除 き、2015(平成 27)年度 入 学生 から 適用 する。 

(1) 第 2条第 2項 (2)の 目的 は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(2) 第 15条 第 3項 の た だ し書 き の う ち、 経 営 学 研究 科 博 士 後期 課 程 の 講義 科 目 の 単位 に

つい ては 、 2014(平 成 26)年度 入学 生か ら適 用す る。  

(3) 第 12条 別 表 第 1の 法 学研 究 科 授 業科 目 の う ち、 学 位 論 文研 究 指 導 Ⅰ、 学 位 論 文研 究

指 導 Ⅱ 、 学 位 論 文 研 究 指 導 Ⅲ 、 学 位 論 文 研 究 指 導 Ⅳ 及 び 学 位 論 文 研 究 指 導 Ⅴ に つ い て

は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(4) 第 12条 別 表 第 1の 経 営学 研 究 科 授業 科 目 の うち 、 マ ー ケテ ィ ン グ 論特 殊 講 義 、交 通

論特 殊講 義及 び会 計学 原理 特殊 講義 につ い て は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(5) 第 12条別 表第 1の 文学 研究 科英 文学 専攻 授業 科目 のう ち、アメ リ カ文 学特 殊研 究Ⅸ、

ア メ リ カ 文 学 特 殊 研 究 Ⅹ 、 ア メ リ カ 文 学 演 習 Ⅴ 、 ア メ リ カ 文 学 演 習 Ⅵ 、 ア メ リ カ 文 学

演習 Ⅶ及 びア メリ カ文 学演 習Ⅷ につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(6) 第 12条 別 表 第 1の 文 学研 究 科 フ ラン ス 文 学 専攻 授 業 科 目の う ち 、 フラ ン ス 文 学演 習

Ⅴ 、 フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅵ 、 フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅶ 及 び フ ラ ン ス 文 学 演 習 Ⅷ に つ い て は 、

在学 生全 員に 適用 する 。  

(7) 第 12条別 表第 1の 国際 文化 研究 科授 業科 目の うち 、東 アジ ア文 化 交流 論特 殊講 義Ⅰ、

東 ア ジ ア 文 化 交 流 論 特 殊 講 義 Ⅱ 、 日 本 文 化 論 演 習 Ⅰ 、 日 本 文 化 論 演 習 Ⅱ 、 東 ア ジ ア 文

化交 流論 演習 Ⅰ及 び東 アジ ア文 化交 流論 演習 Ⅱに つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2016(平成 28)年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、次に 掲げ る場 合を 除 き、2016(平成 28)年度 入 学生 から 適用 する。 

(1) 第 18条第 1項 第 2号 は、 2011(平成 23)年度 入学 生か ら適 用す る。  

(2) 第 12条 別 表 第 1の 経 営学 研 究 科 授業 科 目 の うち 、 経 営 組織 論 特 殊 講義 及 び 国 際ビ ジ

ネス 論特 殊講 義に つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(3) 第 12条別 表第 1の 文学 研究 科英 文学 専攻 授業 科目 のう ち、イギ リ ス文 学特 殊研 究Ⅸ、

イ ギ リ ス 文 学 特 殊 研 究 Ⅹ 、 イ ギ リ ス 文 学 演 習 Ⅴ 及 び イ ギ リ ス 文 学 演 習 Ⅵ に つ い て は 、

在学 生全 員に 適用 する 。  

(4) 第 12条 別 表 第 1の 経 済学 研 究 科授 業 科 目 の うち 、 労 働経 済 学 A、 労 働経 済 学 B、 財 政

学 A及 び財 政学 Bに つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  
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附  則  

1 こ の学 則は 、 2017(平成 29)年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、次に 掲げ る場 合を 除 き、2017(平成 29)年度 入 学生 から 適用 する。 

(1) 第 12条 別 表 第 1の 経 営学 研 究 科 授業 科 目 の うち 、 サ プ ライ チ ェ ー ン・ マ ネ ジ メン ト

特殊 講義 及び eビジ ネス 論特 殊講 義に つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(2) 第 12条 別 表 第 1の 経 済学 研 究 科授 業 科 目 の うち 、 国 際経 済 政 策 A及 び国 際 経 済政 策 B

につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(3) 第 12条 別 表 第 1の 人 間科 学 研 究 科人 間 科 学 専攻 授 業 科 目の う ち 、 認知 心 理 学 特論 に

つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

 

附  則  

この 学則 は、2018(平成 30)年 4月 1日か ら施 行し 、2018(平成 30)年度 入学 生か ら適 用す る。

ただ し、第 12条別 表第 1の文 学研 究科 英文 学専 攻授 業科 目の うち 、ア メリ カ文 学演 習Ⅴ 、ア

メリ カ文 学演 習Ⅵ、 ア メリ カ文 学演 習Ⅶ、 ア メリ カ文 学演 習Ⅷ、 ア メリ カ文 学演 習Ⅸ、 ア

メリ カ文 学演 習Ⅹ 、コ ミュ ニケ ーシ ョン 学特 殊研 究Ⅸ 及び コミ ュニ ケー ショ ン学 特殊 研究

Ⅹに つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

 

附  則  

この 学則 は、2019(平成 31)年 4月 1日か ら施 行し 、2019(平成 31)年度 入学 生か ら適 用す る。 

ただ し、 次に 掲げ る授 業科 目に つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(1) 第 12条別 表第 1の 経営 学研 究科 授業 科目 のう ち、経営 戦略 論特 殊講 義及 び原 価計 算論

特殊 講義  

(2) 第 12条別 表第 1の 文学 研究 科英 文学 専攻 授業 科目 のう ち、イギ リス 文学 特殊 研究 Ⅺ及

びイ ギリ ス文 学特 殊研 究 Ⅻ  

(3) 第 12条別 表第 1の 経済 学研 究科 授業 科目 のう ち、 日本 経済 史 A及 び日 本経 済史 B 

(4) 第 12条別 表第 1の 人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻授 業科 目の うち 、社 会心 理学 特論  

(5) 第 12条別 表第 1の 国際 文化 研究 科授 業科 目の うち 、古 代キ リス ト教 文化 論特 殊講 義Ⅰ 、

古代 キリ スト 教文 化論 特殊 講義 Ⅱ、 表象 メデ ィア 論演 習Ⅰ 及び 表象 メデ ィア 論演 習Ⅱ  

 

附  則  

この 学則 は、 2020年 4月 1日か ら施 行し 、 2020年 度入 学生 から 適用 する 。ただ し、 次に 掲

げる 授業 科目 につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(1) 第 12条別 表第 1の 法学 研究 科授 業科 目の うち 、商 法講 義 1A、商法 講義 1B、商法 講義 2A、

商法 講義 2B、 刑事 法講 義 3A及び 刑事 法講 義 3B 

(2) 第 12条別 表第 1の 経営 学研 究科 授業 科目 のう ち、労務 管理 論特 殊講 義及 び財 務管 理論

特殊 講義  

(3) 第 12条別 表第 1の 文学 研究 科英 文学 専攻 授業 科目 のう ち、イギ リス 文学 演習 Ⅶ及 びイ
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ギリ ス文 学演 習Ⅷ  

(4) 第 12条別 表第 1の 経済 学研 究科 授業 科目 のう ち、 証券 投資 論 A及 び証 券投 資論 B 

(5) 第 12条別 表第 1の 人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻授 業科 目の うち 、産 業組 織心 理学 特論

及び 健康 科学 福祉 特論  

 

附  則  

この 学則 は、 2021年 ４ 月１ 日か ら施 行し、 2021年度 入学 生か ら適 用す る。た だし 、次 に

掲げ る授 業科 目に つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。   

(1)  第 12条別 表第 １の 経営 学研 究科 授業 科目 のう ち、 現代 企業 論特 殊講 義  

(2)  第 12条別 表第 １の 文学 研究 科英 文学 専攻 授業 科目 のう ち、英 語学 特殊 研究 Ⅸ、英語 学

特殊 研究 Ⅹ、 コミ ュニ ケー ショ ン学 演習 Ⅴ及 びコ ミュ ニケ ーシ ョン 学演 習Ⅵ  

(3)  第 12条別 表第 １の 経済 学研 究科 授業 科目 のう ち、ミク ロ経 済学 Ⅰ A、ミク ロ経 済学 Ⅰ

B、ミ クロ 経済 学Ⅱ A 及 びミ クロ 経済 学Ⅱ B 

(4)  第 12条別 表第 １の 人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻授 業科 目の うち 、教 育社 会学 特論  

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2022 年 4 月 1 日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、 次に 掲げ る場 合を 除き 、 2022 年度 入学 生 から 適用 する 。  

 (1) 第 15 条第 3 項 、第 26 条 、第 28 条の 2 及び 第 34 条 の 2 は、 在学 生全 員に 適用 す

る。  

 (2) 第 12 条 別表 第 1 の経 営学 研究 科授 業科 目の うち、 証券 論特 殊 講義、 産業 論特 殊講

義及 び経 営分 析論 特殊 講義 につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(3) 第 12 条 別表第 1 の文 学研 究科 英文 学専 攻授 業科 目の うち 、イ ギリ ス文 学特 殊研 究

XⅢ、イギ リス 文学 特殊 研究 XⅣ 、イ ギリ ス文 学 演習 Ⅸ、イ ギリ ス 文学 演習 Ⅹ、イ ギリ

ス文 学演 習 Ⅺ、 イ ギ リ ス文 学演 習 Ⅻ、 英 語 学 特殊 研究 Ⅺ、 英 語 学 特 殊研 究 Ⅻ、 英 語 学

特殊 研究 XⅢ 、英語 学特 殊研究 XⅣ 、英 語学 演習 Ⅸ、英語 学演 習Ⅹ 、英語 学演 習 Ⅺ、英

語学 演習 Ⅻ、英 語 学演 習 XⅢ、英語 学演 習 XⅣ 、コ ミュ ニケ ーシ ョン 学特 殊研 究 Ⅺ及 び

コミ ュニ ケー ショ ン学 特殊 研究 Ⅻに つ い ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(4) 第 12 条 別表第 1 の人 間科 学研 究科 人間 科学 専攻 授 業 科目 のう ち、社会 科教 育学 特

論、音 楽 科教 育学 特論 、家庭 科教 育学 特論 、日 本 文学 特論 、地 理学 特論 、物理 学特 論、

化学 特論、 生物 学特 論 、美術 学特 論、 認知 心 理学 特論 Ⅱ及 び消 費者 行動 心理 学特 論に

つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(5) 第 12 条 別表第 1 の国 際文 化研 究科 授業 科目 のう ち、日 本文 化 史論 演習 Ⅰ、日 本文

化史 論演 習Ⅱ 、近 現代 中 国歴 史文 化論 特殊 講義 Ⅰ、近 現 代中 国歴 史文 化 論特 殊講 義Ⅱ、

イタ リア・ 地中 海文 化 論演 習Ⅰ、 イタ リア ・ 地中 海文 化論 演習 Ⅱ、 アメ リカ 社会 文化

論特 殊講 義Ⅰ、 アメ リ カ社 会文 化論 特殊 講義 Ⅱ、近 代ア メリ カ論 演 習Ⅰ 及び 近代 アメ

リカ 論演 習Ⅱ につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  
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附  則  

1 こ の学 則は 、 2022 年 5 月 30 日か ら施 行し 、 2022 年 4 月 1 日か ら 適用 する 。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、 次に 掲げ る場 合を 除き 、 2022 年度 入学 生 から 適用 する 。  

 (1) 第 12 条 別表 第 1 の国 際文 化研 究科 授業 科目 のう ち、 考古 学方 法論 特殊 講義 Ⅰ、 考

古学 方法 論特 殊講 義Ⅱ 、考 古学 方法 論演 習Ⅰ 及び 考古 学方 法論 演習 Ⅱに つい ては 、在

学生 全員 に適 用す る。  

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2023年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、 次に 掲げ る場 合を 除き 、 2023年 度入 学生 から 適用 する 。  

 (1) 第 12 条別 表第 1 の法 学研 究科 授業 科 目の うち 、民 事訴 訟法 講義 BI 及び 民事 訴訟

法講義 BⅡに つい て は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

 (2) 第 12 条 別表 第 1 の経 営学 研究 科授 業科 目の うち、 サプ ライ チ ェー ン・マ ネジ メン

ト論 特殊 講義 につ いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(3) 第 12 条 別表 第 1 の人 間科 学研 究科 人間 科学 専攻 授業 科目 のう ち、 保育 実践 特論、

カリ キュ ラム・ マネ ジ メン ト特 論、保 育内 容 特論 及び 福祉 組織 マネ ジメ ント 特論 につ

いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

(4) 第 12 条 別表 第 1 の国 際文 化研 究科 授業 科目 のう ち、 ドイ ツ文 化論 特殊 講義 A、 ド

イツ 文化 論特 殊講義 B 及び アメ リカ 社会 文化 論演 習に つい ては 、在 学生 全員 に適 用す

る。  

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2024年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 2024年 3月 31日 に置 かれ てい る文 学研 究科 英文 学専 攻及 びフ ラン ス文 学専 攻の 博士 前

期課 程は 、こ の学 則に よる 改正 後の 規定 にか かわ らず 、同 日に 当該 専攻 に在 学す る者

が在 学し なく なる まで の間 、存 続す るも のと する 。こ の場 合に おい て、 当該 専攻 の 202

4年度 にお ける 博士 前期 課 程 の収 容定 員は 、附 則別 表の とお りと する 。  

3  2024年 3月 31日 に 文 学 研 究 科 に 在 学 す る 者 が 取 得 で き る 教 育 職 員 免 許 状 の 種 類 に つ い

ては 、こ の学 則に よる 改正 後の 規定 にか かわ らず 、な お従 前の 例に よる 。  

附則 別表 (附則 第 2項関 係 ) 

  課程  博士 前期 課程  

  定員  収容 定員  

（ 2024 年度 ）  科名    

文 学 研 究 科 英 文

学専 攻  

5 
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文 学 研 究 科 フ ラ

ンス 文学 専攻  

3 

 

4 改 正後 の学 則の 規定 は、 次に 掲げ る場 合を 除き 、 2024年 度入 学生 から 適用 する 。  

(1) 第 12条別 表第 1の 法学 研究 科授 業科 目の うち 、商 法講 義 CⅠ及 び 商法 講義 CⅡに つい

ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(2) 第 12条別 表第 1の 経営 学研 究科 授業 科目 のう ち、経 営史 特殊 講 義に つい ては、 在学

生全 員に 適用 する 。  

(3) 第 12条別 表第 1の 国際 文化 研究 科授 業科 目の うち 、現 代哲 学特 殊 講義 A、現 代哲 学特

殊講 義 B、 ヨー ロッ パ・ 地中 海文 化史 特殊 講義 A、ヨー ロッ パ・ 地中 海 文化 史特 殊講 義

B、造 形文 化論 特殊 講義 A、造 形文 化論 特殊 講義 B及び ドイ ツ文 化論 演習 につ いて は、在

学生 全員 に適 用す る。  

 

附  則  

1 こ の学 則は 、 2025年 4月 1日か ら施 行す る。  

2 改 正後 の学 則の 規定 は、 次に 掲げ る場 合を 除き 、 2025年 度入 学生 から 適用 する 。  

(1) 第 12条別 表第 1の 法学 研究 科授 業科 目の うち、 税法 講義 AⅠ、 税 法講 義 AⅡ 、刑 事法

講義 DⅠ及 び刑 事法 講義 DⅡに つい ては 、在 学生 全員 に適 用す る。  

(2) 第 12条別 表第 1の 国際 文化 研究 科授 業科 目の うち 、欧 米思 想論 特 殊講 義 A、欧米 思想

論特 殊講 義 B、現代 哲学 演習 、ヨ ーロ ッパ・地 中 海文 化史 演習 及び 造形 文化 論演 習に つ

いて は、 在学 生全 員に 適用 する 。  

 

別表第 1(大学院学則第 12条 ) 

授業科目及び単位数  

法学 研究 科法 律学 専攻  

博士 前期 課程  

(基礎 科目 ) 

論文 作成 法Ⅰ  2 

論文 作成 法Ⅱ  2 

専門 外国 語Ⅰ  2 

専門 外国 語Ⅱ  2 

専門 外国 語Ⅲ  2 

(講義 科目 ) 

憲法 講義 AⅠ  2 

憲法 講義 AⅡ  2 

憲法 講義 BⅠ  2 

憲法 講義 BⅡ  2 

憲法 講義 CⅠ  2 

憲法 講義 CⅡ  2 

行政 法講 義 AⅠ  2 

行政 法講 義 AⅡ  2 

行政 法講 義 BⅠ  2 

行政 法講 義 BⅡ  2 

税法 講義 AⅠ  2 

税法 講義 AⅡ  2 

税法 講義 BⅠ  2 

税法 講義 BⅡ  2 

民法 講義 AⅠ  2 

民法 講義 AⅡ  2 

民法 講義 BⅠ  2 

民法 講義 BⅡ  2 

民法 講義 CⅠ  2 

民法 講義 CⅡ  2 

民法 講義 DⅠ  2 

民法 講義 DⅡ  2 

商法 講義 AⅠ  2 

商法 講義 AⅡ  2 

商法 講義 BⅠ  2 

商法 講義 BⅡ  2 

商法 講義 CⅠ  2 

商法 講義 CⅡ  2 

民事 訴訟 法講 義 AⅠ  2 

民事 訴訟 法講 義 AⅡ  2 

民事 訴訟 法講 義 BⅠ  2 

民事 訴訟 法講 義 BⅡ  2 

刑事 法講 義 AⅠ  2 
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刑事 法講 義 AⅡ  2 

刑事 法講 義 BⅠ  2 

刑事 法講 義 BⅡ  2 

刑事 法講 義 CⅠ  2 

刑事 法講 義 CⅡ  2 

刑事 法講 義 DⅠ  2 

刑事 法講 義 DⅡ  2 

社会 法講 義Ⅰ  2 

社会 法講 義Ⅱ  2 

法哲 学講 義Ⅰ  2 

法哲 学講 義Ⅱ  2 

法制 史講 義Ⅰ  2 

法制 史講 義Ⅱ  2 

法社 会学 講義 Ⅰ  2 

法社 会学 講義 Ⅱ  2 

国際 法講 義 AⅠ  2 

国際 法講 義 AⅡ  2 

国際 法講 義 BⅠ  2 

国際 法講 義 BⅡ  2 

国際 法講 義 CⅠ  2 

国際 法講 義 CⅡ  2 

国際 法講 義 DⅠ  2 

国際 法講 義 DⅡ  2 

国際 民事 法講 義Ⅰ  2 

国際 民事 法講 義Ⅱ  2 

国際 私法 講義 Ⅰ  2 

国際 私法 講義 Ⅱ  2 

政治 学講 義Ⅰ  2 

政治 学講 義Ⅱ  2 

政治 ・外 交史 講義 Ⅰ  2 

政治 ・外 交史 講義 Ⅱ  2 

国際 政治 学講 義Ⅰ  2 

国際 政治 学講 義Ⅱ  2 

国際 協力 論講 義Ⅰ  2 

国際 協力 論講 義Ⅱ  2 

(単位 互換 科目 ) 

法学 特別 講義 A 2 

法学 特別 講義 B 2 

法学 特別 講義 C 2 

法学 特別 講義 D 2 

法学 特別 講義 E 2 

(演習 ) 

法学 演習  4 

法学 研究 科法 律学 専攻  

博士 後期 課程  

(部門 共通 ) 

法学 ・政 治学 特別 講義  2 

(研究 指導 ) 

法学 研究 指導  4 

経営 学研 究科 経営 学専 攻  

博士 前期 課程  

(経営 学部 門 ) 

経営 史特 殊講 義  2 

マー ケテ ィン グ論 特殊 講義  2 

国際 経営 論特 殊講 義  2 

経営 組織 論特 殊講 義  2 

経営 戦略 論特 殊講 義  2 

労務 管理 論特 殊講 義  2 

現代 企業 論特 殊講 義  2 

経営 学特 殊講 義  2 

経営 学演 習  4 

(経営 情報 学部 門 ) 

経営 統計 学特 殊講 義  2  

意思 決定 論特 殊講 義  2 

知識 情報 処理 論特 殊講 義  2 

デー タベ ース 論特 殊講 義  2 

財務 管理 論特 殊講 義  2 

サプライチェーン・マネジメント論特殊講義 2 

eビジ ネス 論特 殊講 義  2 

経営 情報 学特 殊講 義  2 

経営 情報 学演 習  4 

(商学 部門 ) 

流通 論特 殊講 義  2 

国際 ビジ ネス 論特 殊講 義  2 

多国 籍企 業論 特殊 講義  2 

金融 シス テム 論特 殊講 義  2 

証券 論特 殊講 義  2 

保険 論特 殊講 義  2 

交通 論特 殊講 義  2 

産業 論特 殊講 義  2 

商学 特殊 講義  2 

商学 演習  4 

(会計 学部 門 ) 

会計 学原 理特 殊講 義  2 

会計 監査 論特 殊講 義  2 

原価 会計 論特 殊講 義  2 

原価 計算 論特 殊講 義  2 

租税 法論 特殊 講義 Ⅰ  2 

租税 法論 特殊 講義 Ⅱ  2 

財務 諸表 論特 殊講 義  2 

管理 会計 論特 殊講 義  2 

経営 分析 論特 殊講 義  2 

会計 学特 殊講 義  2 

会計 学演 習  4 

(各部 門共 通 ) 

経営 学特 殊講 義Ⅰ  2 

経営 学特 殊講 義Ⅱ  2 

経営 学特 殊講 義Ⅲ  2 

経営 学特 殊講 義Ⅳ  2 

経営 学特 殊講 義Ⅴ  1 

経営 学研 究科 経営 学専 攻  

博士 後期 課程  

(部門 共通 ) 

経営 学特 別講 義  2 

(経営 学部 門 ) 

経営 学研 究指 導  4 

(経営 情報 学部 門 ) 

経営 情報 学研 究指 導  4 

(商学 部門 ) 

商学 研究 指導  4 

(会計 学部 門 ) 

会計 学研 究指 導  4 

外国 語学 研究 科外 国語 学専 攻  

修士 課程  

(共通 科目 ) 

アカ デミ ック スキ ルズ  2 

研究 方法 論 A（ 量的 研究 ）  2 

研究 方法 論 B（ 質的 研究 ）  2 

研究 方法 論 C（ 文学 文化 研究 ）  2 

多文 化共 生社 会論  2 

言語 文化 研究  2 

文学 と社 会  2 
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(専門 科目 ) 

(グローバルコミュニケーション学プログラム) 

コミ ュニ ケー ショ ン理 論  2 

対人 コミ ュニ ケー ショ ン研 究  2 

組織 コミ ュニ ケー ショ ン研 究  2 

異文 化コ ミュ ニケ ーシ ョン 研究  2 

メデ ィア コミ ュニ ケー ショ ン研 究  2 

コミ ュニ ケー ショ ン能 力  2 

リーダーシップと集団コミュニケーション 2 

対立 と交 渉  2 

応用 コミ ュニ ケー ショ ン  2 

レト リッ ク  2 

国際 社会 と地 域  2 

国際 社会 と平 和  2 

国際 社会 とジ ェン ダー  2 

(言語 科学 プロ グラ ム ) 

英語 統語 論・ 形態 論  2 

英語 意味 論・ 語用 論  2 

英語 音声 学・ 音韻 論  2 

 英語 教育 学研 究  2 

英語 教育 学特 論  2 

心理 言語 学  2 

辞書 学（ 英語 ）  2 

対照 言語 学特 論  2 

フラ ンス 語言 語学 A 2 

フラ ンス 語言 語学 B 2 

フラ ンス 語教 育工 学 A 2 

フラ ンス 語教 育工 学 B 2 

フラ ンス 語音 声学 ・音 韻論 A 2 

フラ ンス 語音 声学 ・音 韻論 B 2 

フラ ンス 語教 授法 特論 A 2 

フラ ンス 語教 授法 特論 B 2 

日本 語教 育学  2 

日本 語教 育工 学  2 

(文学 文化 プロ グラ ム ) 

文学 理論  2 

イギ リス 近代 文学 特論  2 

イギ リス 文化 研究  2 

アメ リカ 文学 特論  2 

アメ リカ ン・ レト リッ ク研 究  2 

 英語 圏文 学特 論  2 

英語 圏表 象文 化特 論  2 

英語 圏地 域研 究（ ヨー ロッ パ）  2 

世界 文学 研究  2 

世界 文学 特論  2 

フラ ンス 語圏 文学 特論  2 

フラ ンス 語圏 演劇 特論  2 

フラ ンス 語圏 小説 特論 A 2 

フラ ンス 語圏 小説 特論 B 2 

フラ ンス 社会 思想 史  2 

フラ ンス 表象 文化 特論  2 

(研究 指導 ) 

研究 演習 Ⅰ  2 

研究 演習 Ⅱ  2 

特論 演習 Ⅰ  2 

特論 演習 Ⅱ  2  

文学 研究 科英 文学 専攻  

博士 後期 課程  

(各専 修部 門共 通 ) 

文学 特別 講義  2 

(イギ リス 文学 専修 部門 ) 

イギ リス 文学 研究 指導  4 

(アメ リカ 文学 専修 部門 ) 

アメ リカ 文学 研究 指導  4 

 (英 語学 専修 部門 ) 

英語 学研 究指 導  4 

 (コ ミュ ニケ ーシ ョン 学専 修部 門 ) 

コミ ュニ ケー ショ ン学 研究 指導  4 

文学 研究 科フ ラン ス文 学専 攻  

博士 後期 課程  

(各専 修部 門共 通 ) 

文学 特別 講義  2 

(フラ ンス 文学 専修 部門 ) 

フラ ンス 文学 研究 指導  4 

フラ ンス 思想 研究 指導  4 

 (フ ラン ス語 学専 修部 門 ) 

フラ ンス 語学 研究 指導  4 

経済 学研 究科 経済 学専 攻  

博士 前期 課程  

ミク ロ経 済学 Ⅰ  2 

ミク ロ経 済学 Ⅱ  2 

マク ロ経 済学 Ⅰ  2 

マク ロ経 済学 Ⅱ  2 

統計 学Ⅰ  2 

統計 学Ⅱ  2 

経済 政策 Ⅰ  2 

経済 政策 Ⅱ  2 

日本 経済 史Ⅰ  2 

日本 経済 史Ⅱ  2 

世界 経済 論Ⅰ  2 

世界 経済 論Ⅱ  2 

国際 経済 学Ⅰ  2 

国際 経済 学Ⅱ  2 

応用 ミク ロ経 済学 Ⅰ  2 

応用 ミク ロ経 済学 Ⅱ  2 

応用 マク ロ経 済学 Ⅰ  2 

応用 マク ロ経 済学 Ⅱ  2 

計量 経済 学Ⅰ  2 

計量 経済 学Ⅱ  2 

経済 思想 史Ⅰ  2 

経済 思想 史Ⅱ  2 

国際 経済 政策 Ⅰ  2 

国際 経済 政策 Ⅱ  2 

西洋 経済 史Ⅰ  2 

西洋 経済 史Ⅱ  2 

労働 経済 学Ⅰ  2 

労働 経済 学Ⅱ  2 

環境 経済 学Ⅰ  2 

環境 経済 学Ⅱ  2 

経済 地理 学Ⅰ  2 

経済 地理 学Ⅱ  2 

比較 経済 制度 論Ⅰ  2 

比較 経済 制度 論Ⅱ  2 

中国 経済 論Ⅰ  2 

中国 経済 論Ⅱ  2 

アメ リカ 経済 論Ⅰ  2 

アメ リカ 経済 論Ⅱ  2 

東南 アジ ア経 済論 Ⅰ  2 

東南 アジ ア経 済論 Ⅱ  2 

資源 経済 論Ⅰ  2 

資源 経済 論Ⅱ  2 
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国際 金融 論Ⅰ  2 

国際 金融 論Ⅱ  2 

社会 保障 論Ⅰ  2 

社会 保障 論Ⅱ  2 

財政 学Ⅰ  2 

財政 学Ⅱ  2 

金融 論Ⅰ  2 

金融 論Ⅱ  2 

証券 投資 論Ⅰ  2 

証券 投資 論Ⅱ  2 

産業 組織 論Ⅰ  2 

産業 組織 論Ⅱ  2 

国際 経済 開発 論Ⅰ  2 

国際 経済 開発 論Ⅱ  2 

外国 語資 料分 析  2 

経済 学演 習  4 

経済 学研 究科 経済 学専 攻  

博士 後期 課程  

経済 学特 別講 義  2 

経済 学研 究指 導  4 

神学 研究 科神 学専 攻  

博士 前期 課程  

基礎 科目  

キリ スト 教神 学特 論  2 

神学 研究 方法 論  2 

展開 科目  

聖書 学特 論Ⅰ  2 

聖書 学特 論Ⅱ  2 

旧約 学特 論Ⅰ  2 

旧約 学特 論Ⅱ  2 

新約 学特 論Ⅰ  2 

新約 学特 論Ⅱ  2 

歴史 神学 特論 Ⅰ  2 

歴史 神学 特論 Ⅱ  2 

教理 史特 論Ⅰ  2 

教理 史特 論Ⅱ  2 

バプ テス ト史 特論 Ⅰ  2 

バプ テス ト史 特論 Ⅱ  2 

組織 神学 特論 Ⅰ  2 

組織 神学 特論 Ⅱ  2 

教義 学特 論Ⅰ  2 

教義 学特 論Ⅱ  2 

実践 神学 特論 Ⅰ  2 

実践 神学 特論 Ⅱ  2 

教会 形成 特論 Ⅰ  2 

教会 形成 特論 Ⅱ  2 

説教 学特 論  2 

キリ スト 教教 育学 特論 Ⅰ  2 

キリ スト 教教 育学 特論 Ⅱ  2 

牧会 心理 学特 論Ⅰ  2 

牧会 心理 学特 論Ⅱ  2 

キリ スト 教音 楽特 論Ⅰ  2 

キリ スト 教音 楽特 論Ⅱ  2 

キリ スト 教的 共生 特論 Ⅰ  2 

キリ スト 教的 共生 特論 Ⅱ  2 

実習 科目  

キリ スト 教神 学実 習  2 

臨床 牧会 実習  2 

特殊 研究  

神学 演習  4 

神学 研究 科神 学専 攻  

博士 後期 課程  

神学 特別 講義  2 

神学 研究 指導  4 

人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻  

博士 前期 課程  

基礎 科目  

人間 科学 特論 Ⅰ  2 

人間 科学 特論 Ⅱ  2 

人間 科学 研究 法特 論  2 

展開 科目  

教育 哲学 特論  2 

教育 方法 学特 論  2 

教育 社会 学特 論  2 

比較 教育 学特 論  2 

教育 行政 学特 論  2 

幼児 教育 学特 論  2 

保育 実践 特論  2 

障害 児教 育学 特論  2 

生涯 学習 特論  2 

カリキュラム・マネジメント特論 2 

社会 科教 育学 特論  2 

音楽 科教 育学 特論  2 

家庭 科教 育学 特論  2 

日本 文学 特論  2 

地理 学特 論  2 

物理 学特 論  2 

化学 特論  2 

生物 学特 論  2 

美術 学特 論  2 

保育 内容 特論  2 

教授 学習 心理 学特 論  2 

認知 心理 学特 論 A 2 

認知 心理 学特 論 B 2 

発達 心理 学特 論  2 

障害 者心 理学 特論  2 

社会 心理 学特 論  2 

産業 組織 心理 学特 論  2 

消費 者行 動心 理学 特論  2 

学校 カウ ンセ リン グ特 論  2 

職業 カウ ンセ リン グ特 論  2 

社会 福祉 学特 論  2 

社会 福祉 支援 特論  2 

高齢 者福 祉特 論  2 

子ど も家 庭福 祉特 論  2 

児童 福祉 学特 論  2 

障害 者福 祉特 論  2 

精神 医学 特論  2 

地域 福祉 実践 ・計 画特 論  2 

社会 保障 特論  2 

健康 科学 福祉 特論  2 

福祉 組織 マネ ジメ ント 特論  2 

特殊 研究  

人間 科学 演習  4 

人間 科学 研究 科人 間科 学専 攻  

博士 後期 課程  

人間 科学 特別 講義  2 

人間 科学 研究 指導  4 

人間 科学 研究 科臨 床心 理学 専攻  

修士 課程  

（基 礎科 目）  

人間 科学 特論 Ⅰ  2 
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人間 科学 特論 Ⅱ  2 

（展 開科 目）  

臨床 心理 学特 論Ⅰ  2 

臨床 心理 学特 論Ⅱ  2 

臨床心理面接特論Ⅰ（心理支援に関する理論と実践）  2 

臨床 心理 面接 特論 Ⅱ  2 

臨床心理査定演習Ⅰ（心理的アセスメントに関する理論と実践） 2 

臨床 心理 査定 演習 Ⅱ  2 

臨床 心理 基礎 実習  2 

臨床 心理 実習 Ⅰ A（心 理 実践 実習 ） 2 

臨床 心理 実習 Ⅰ B（心 理 実践 実習 ） 2 

臨床 心理 実習 Ⅱ  2 

臨床 心理 実習 Ⅲ（ 心理 実践 実習 ）  2 

臨床 心理 実習 Ⅳ（ 心理 実践 実習 ）  2 

臨床 心理 実習 Ⅴ（ 心理 実践 実習 ）  2 

臨床 心理 学研 究法 特論  2 

心理 統計 法特 論  2 

発達心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2 

認知 心理 学特 論  2 

社会 心理 学特 論  2 

家族心理学特論（家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践） 2 

犯罪心理学特論（司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開） 2 

臨床 心理 関連 行政 論  2 

精神医学特論（保健医療分野に関する理論と支援の展開） 2 

老年心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開） 2 

障害児者心理学特論（福祉分野に関する理論と支援の展開）  2 

投映 法特 論  2 

グル ープ ・ア プロ ーチ 特論  2 

学校臨床心理学特論（教育分野に関する理論と支援の展開）  2 

産業臨床心理学特論（産業・労働分野に関する理論と支援の展開） 2 

健康心理学特論（心の健康教育に関する理論と実践）  2 

（特 殊研 究）  

臨床 心理 学演 習  4 

国際 文化 研究 科国 際文 化専 攻  

博士 前期 課程  

アジ ア文 化専 修部 門  

(1) 東ア ジア 基層 文化 の形 成と 交流  

日本 文化 論特 殊講 義 A 2 

日本 文化 論特 殊講 義 B 2 

日本 文化 史論 特殊 講義 A 2 

日本 文化 史論 特殊 講義 B 2 

東南 アジ ア社 会文 化論 特殊 講義 A 2 

東南 アジ ア社 会文 化論 特殊 講義 B 2 

東ア ジア 民族 社会 論特 殊講 義 A 2 

東ア ジア 民族 社会 論特 殊講 義 B 2 

考古 学方 法論 特殊 講義 A 2 

考古 学方 法論 特殊 講義 B 2 

日本 文化 論演 習  4 

日本 文化 史論 演習  4 

東南 アジ ア社 会文 化論 演習  4 

東ア ジア 民族 社会 論演 習  4 

考古 学方 法論 演習  4 

(2) 近現 代ア ジア の社 会と 文化  

日本 近世 近代 社会 論特 殊講 義 A 2 

日本 近世 近代 社会 論特 殊講 義 B 2 

中国 民族 文化 論特 殊講 義 A 2 

中国 民族 文化 論特 殊講 義 B 2 

中国 近現 代文 化論 特殊 講義 A 2 

中国 近現 代文 化論 特殊 講義 B 2 

近現 代中 国歴 史文 化論 特殊 講義 A 2 

近現 代中 国歴 史文 化論 特殊 講義 B 2 

日本 近世 近代 社会 論演 習  4 

中国 民族 文化 論演 習  4 

中国 近現 代文 化論 演習  4 

近現 代中 国歴 史文 化論 演習  4 

アジ ア社 会文 化論 研究 実習  2 

欧米 文化 専修 部門  

(1) ヨー ロッ パの 思想 と文 化  

近現 代思 想論 特殊 講義 A 2 

近現 代思 想論 特殊 講義 B 2 

現代 哲学 特殊 講義 A 2 

現代 哲学 特殊 講義 B 2 

欧米 思想 論特 殊講 義 A 2 

欧米 思想 論特 殊講 義 B 2 

ヨーロッパ・地中海文化史特殊講義 A 2 

ヨーロッパ・地中海文化史特殊講義 B 2 

イタリア・地中海文化論特殊講義A 2 

イタリア・地中海文化論特殊講義B 2 

ドイ ツ文 化論 特殊 講義 A 2 

ドイ ツ文 化論 特殊 講義 B 2 

古代・中世キリスト教文化論特殊講義A 2 

古代・中世キリスト教文化論特殊講義B 2 

美学 ・芸 術学 特殊 講義 A 2 

美学 ・芸 術学 特殊 講義 B 2 

表象 文化 論特 殊講 義 A 2 

表象 文化 論特 殊講 義 B 2 

表象 メデ ィア 論特 殊講 義 A 2 

表象 メデ ィア 論特 殊講 義 B 2 

造形 文化 論特 殊講 義 A 2 

造形 文化 論特 殊講 義 B 2 

近現 代思 想論 演習  4 

現代 哲学 演習  4 

ヨー ロッ パ・ 地中 海文 化史 演習  4 

造形 文化 論演 習  4 

イタ リア ・地 中海 文化 論演 習  4 

ドイ ツ文 化論 演習  4 

古代 ・中 世キ リス ト教 文化 論演 習  4 

美学 ・芸 術学 演習  4 

表象 文化 論演 習  4 

表象 メデ ィア 論演 習  4 

 (2) 現 代ア メリ カの 社会 と文 化  

近代 アメ リカ 論特 殊講 義 A 2 

近代 アメ リカ 論特 殊講 義 B 2 

アメ リカ 社会 文化 論特 殊講 義 A 2 

アメ リカ 社会 文化 論特 殊講 義 B 2 

文化 人類 学方 法論 特殊 講義 A 2 

文化 人類 学方 法論 特殊 講義 B 2 

キ リ ス ト 教 思 想 論 特 殊 講 義 A  2  

キ リ ス ト 教 思 想 論 特 殊 講 義 B  2  

近代 アメ リカ 論演 習  4 

アメ リカ 社会 文化 論演 習  4 

文化 人類 学方 法論 演習  4 

キリ スト 教思 想論 演習  4 

欧米 社会 文化 論研 究実 習  2 

国際 文化 研究 科国 際文 化専 攻  

博士 後期 課程  

部門 共通  

国際 文化 特別 講義  2 

アジ ア文 化専 修部 門  

日本 文化 論研 究指 導  4 

東南 アジ ア社 会文 化論 研究 指導  4 

東ア ジア 民族 社会 論研 究指 導  4 
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日本 近世 近代 社会 論研 究指 導  4 

中国 民族 文化 論研 究指 導  4 

中国 近現 代文 化論 研究 指導  4 

考古 学方 法論 研究 指導  4 

欧米 文化 専修 部門  

近現 代思 想論 研究 指導  4 

表象 文化 論研 究指 導  4 

キリ スト 教思 想論 研究 指導  4 

表象 メデ ィア 論研 究指 導  4 

古代・中世キリスト教文化論研究指導 4 

美学 ・芸 術学 研究 指導  4 

大学 院共 通科 目  

博士 前期 課程  

応用 日本 語研 究Ⅰ  2 

応用 日本 語研 究Ⅱ  2 

  

 

別表第２（大学院学則第３４条）      

         

 

  課程  年次  年額  
納   入   額  

 前期  後期  

 

授 

業 

料 

博士前期課程  
又は修士課程  

１年次  576,000 円  288,000 円  288,000 円  

 ２年次  576,000 円  288,000 円  288,000 円  

 

博士後期課程  

１年次  576,000 円  288,000 円  288,000 円  

 ２年次  576,000 円  288,000 円  288,000 円  

 ３年次  576,000 円  288,000 円  288,000 円  

 

施 

設 

費 

博士前期課程  
又は修士課程  

１年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 ２年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 

博士後期課程  

１年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 ２年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 ３年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

         

         

         

別表第２の２ (大学院学則第３４条・長期履修学生関係 )  

         

 

  課程  年次  年額  
納   入   額  

 前期  後期  

 授 

業 

料 

博士前期課程  

１年次  384,000 円  192,000 円  192,000 円  

 ２年次  384,000 円  192,000 円  192,000 円  

 ３年次  384,000 円  192,000 円  192,000 円  

 施 

設 

費 

博士前期課程  

１年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 ２年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

 ３年次  130,000 円  65,000 円  65,000 円  

         

別表第３（大学院学則第３４条の２）     
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   学期  学年    

 在籍基本料  60,000 円  120,000 円    

         

別表第４（大学院学則第３４条の３）     

         

 １単位の授業料  40,000 円     

 学期上限額  288,000 円     

 学年上限額  576,000 円     

 


